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第５章 質問 

「質問申請受付」を設定されている案件については、当該案件の内容について、発注団体に対し

て質問することができます。質問できる案件は案件状況一覧画面の「質問回答」欄に「質問受付」

と表示されます。 

案件内容を確認したうえで質問したい事項のある場合は質問申請受付期間中に質問してください。

質問は発注団体で回答し、システム上で公開します。この項では、質問に関する処理について説明

します。 

 

５.１ 質問の申請 

５.２ 回答の参照 

５.３ 質問の削除 
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５.１ 質問の申請 

この節では業者が案件に関して質問を申請する方法について説明します。質問を申請するには次

のような画面の流れで処理を行います。 

 

５.１.１ 条件検索／案件状況案内 【条件検索】：一般競争入札、入札後資格確認型一般競争入札、

公開見積競争（オープンカウンタ）の場合は、各種条件を入力

して参加可能な案件を検索します。 

【案件状況案内】：指名競争入札、随意契約の場合は、発注団

体が｢質問申請受付｣を設定すると｢質問回答｣－｢受付中｣欄が 1

件増加します。件数の数字を押下して質問受付中の案件を一覧

表示させます。 

  

 

５.１.２ 案件状況一覧 条件検索画面で入力した条件に合致する案件、あるいは案件状

況案内画面で選択した質問受付中の案件が一覧表示されます。

質問したい案件を選択します。 

  

 

５.１.３ 質問一覧 質問一覧が表示されます。 

  

  

５.１.４ 質問入力 質問内容を入力します。 

  

  

５.１.５ 質問入力確認 入力内容を確認し、登録します。 

  

  

５.１.６ 質問入力完了 質問申請が完了したことを確認します。 
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５.１.１ 条件検索／案件状況案内 

【条件検索】：一般競争入札、入札後資格確認型一般競争入札、公開見積競争（オープンカウ

ンタ）の場合は、各種条件を入力して参加可能な案件を検索します。 

 

検索したい案件の条件を入力し（「質問回答受付」欄で「受付中」を選択すると、質問申請可

能な案件を検索することができます。）、＜検索開始＞ボタンを押下します。 
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【案件状況案内】：指名競争入札､随意契約の場合は､発注団体が｢質問申請受付｣を設定すると｢質問回

答｣-｢受付中｣欄が 1件増加します。件数の数字を押下して質問受付中の案件を一覧表示させます。 

 

 

５.１.２ 案件状況一覧 

条件検索画面で入力した条件に合致する案件、あるいは案件状況案内画面で選択した質問受付

中の案件が一覧表示されます。質問したい案件を選択します。 

 

質問したい案件を選択し、「質問回答」欄の「質問受付」を押下します。 

 

【補足説明】 

「質問回答」欄の「質問受付」のリンク名称は、発注団体で設定した受付期間が満了すると「質

問締切」となり、以後は質問を登録することができなくなります。質問のあるときは質問申請受付

期間中に行ってください。 
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５.１.３ 質問一覧 

質問一覧が表示されます。 

 

＜追加＞ボタンを押下します。 

 

【項目説明】 

１ 回答状況 発注団体による回答の状況が表示されます。 

２ 自社質問 質問申請の登録後、当該質問が自社より提出した質問であっ

た場合に○が表示されます。 
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５.１.４ 質問入力 

質問内容を入力します。 

 

 

 

 

＜補足＞入力文字について 

・ 画面上に「全半角文字」とある場合は、全角、半角双方の文字入力が可能であり、 

文字数は全て全角文字で入力した場合の上限文字数となります。したがって、全

て半角文字で入力すると、全角文字で入力した場合の２倍の文字数が入力可能で

す。なお、全角文字、半角文字の混在は可能です。 

・半角カタカナ、半角かぎカッコ（「」）、半角中点（･）はシステム上、不正文字

と認識されエラーとなります。 



 

電子入札サブシステム 操作マニュアル 

 

 

第５章 質問 

    ５-８ 

【！ご注意！】  

システム上で行うことのできる質問は、当該案件の内容に関することに限ります。システムの

操作方法や事前準備等に関する質問は、電話やメール等で直接ヘルプデスクにお問合せください。 

＜コラム＞ 

ヘルプデスク 

受付時間：平日午前９時～午後５時まで 

電話：0120-511-270 

メールでのお問い合わせはこちらから 

e-mail： helpdesk@buppin.e-aichi.jp  

     受付時間：平日午前９時～午後５時まで 

 

 

mailto:helpdesk@buppin.e-aichi.jp
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５.１.５ 質問入力確認 

入力内容を確認し、登録します。 

 

入力した内容に誤りがないか確認し、＜登録＞ボタンを押下します。 

 

 

５.１.６ 質問入力確認 

質問申請が完了したことを確認します。 
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５.２ 回答の参照 

この節では質問の回答を参照する方法について説明します。回答は自社が行った質問も他社が行

った質問も参照することができます。回答を参照するには次のような画面の流れで処理を行います。 

 

５.２.１ 案件状況案内 発注団体が質問の回答を公開すると｢質問回答｣－｢回答公開｣欄

が１件増加します。件数の数字を押下して案件を一覧表示させ

ます。 

  

 

５.２.２ 案件状況一覧 該当案件が一覧表示されます。参照したい案件を選択します。 

  

 

５.２.３ 質問一覧 質問一覧が表示されます。参照したい質問の題名を押下します。 

 質問申請受付期間後、発注団体が回答を公開するとシステム上

から参照できます。 

  

５.２.４ 質問詳細 選択した質問の回答が表示されます。 
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５.２.１ 案件状況案内 

発注団体が質問の回答を公開すると｢質問回答｣－｢回答公開｣欄が１件増加します。件数の数字

を押下して案件を一覧表示させます。 

 

 

【補足説明】  

① 登録された質問は「受付中」もしくは「質問済」を選択しても参照可能です。 

② 一般競争入札、入札後資格確認型一般競争入札、公開見積競争（オープンカウンタ）の場合

で、まだ参加していない（自社による質問等を行っていない）案件については、案件状況案

内画面に表示されません。まだ参加していない案件について、他社による質問の内容等を参

照したいときは、条件検索画面で各種条件を入力して参照したい案件を検索します。 

 

 

 

 

 



 

電子入札サブシステム 操作マニュアル 

 

 

第５章 質問 

    ５-１２ 

５.２.２ 案件状況一覧 

該当案件が一覧表示されます。参照したい案件を選択します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

質問の回答を参照したい案件を選択し、「質問受付」欄の「回答公開」を押下します。 

 

５.２.３ 質問一覧 

質問一覧が表示されます。参照したい質問の題名を押下します。 

質問申請受付期間後、発注団体が回答を公開するとシステム上から参照できます。 

 

【項目説明】  

１ 回答状況 発注団体による回答の状況が表示されます。 

２ 自社質問 質問申請の登録後、当該質問が自社より提出した質問であっ

た場合に○が表示されます。 
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５.２.４ 質問詳細 

選択した質問の回答が表示されます。 

 

登録されている質問の内容・回答を確認します。 
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５.３ 質問の削除 

この節では登録済みの質問を削除する方法について説明します。質問は自社が登録した質問に対

してのみ削除することが可能です。また、既に回答中の質問は削除することができません。質問を

削除するには次のような画面の流れで処理を行います。 

 

５.３.１ 案件状況案内 質問が登録済みとなると｢質問回答｣－｢質問済｣欄が１件増加し

ます。件数の数字を押下して登録済みの質問のある案件を一覧

表示させます。 

  

 

５.３.２ 案件状況一覧 該当案件が一覧表示されます。質問を削除したい案件を選択し

ます。 

  

 

５.３.３ 質問一覧 質問一覧が表示されます。削除したい質問の題名を押下します。 

  

  

５.３.４ 質問詳細 選択した質問の詳細が表示されます。削除したい質問であるこ

とを確認し、削除します。 

  

  

５.３.５ 質問削除完了 質問の削除が完了したことを確認します。 
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５.３.１ 案件状況案内 

質問が登録済みとなると｢質問回答｣－｢質問済｣欄が１件増加します。件数の数字を押下して登

録済みの質問のある案件を一覧表示させます。 

 
 

５.３.２ 案件状況一覧 

該当案件が一覧表示されます。質問を削除したい案件を選択します。 

 

登録した質問を削除したい案件を選択し、「質問回答」－「質問受付」欄を押下します。 
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５.３.３ 質問一覧 

質問一覧が表示されます。削除したい質問の題名を押下します。 

 

 

【補足説明】  

質問は自社が登録した質問に対してのみ削除することが可能です。また、既に回答中の質問

は削除することができません。 

 

５.３.４ 質問詳細 

選択した質問の詳細が表示されます。削除したい質問であることを確認し、削除します。 

 

＜削除＞ボタンを押下します。 
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５.３.５ 質問削除完了 

質問の削除が完了したことを確認します。 

 

 


